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富山県告示第262号 

   指定居宅サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス 

事業者から同法第75条の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同法第78 

条第２項の規定により公示する。 

  平成26年５月21日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業者 名称 社会福祉法人 城端敬寿会 

サービスの種類 訪問介護 

事業所 
 
 
 
 

名称 ヘルパーステーションうらら 

所在地 富山県南砺市理休 270番地 

介護保険事業所番号 1672000393 

廃止年月日 平成26年５月31日 

 

事業者 名称 医療法人社団 藤和会 

サービスの種類 短期入所療養介護 
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事業所 名称 砺波サンシャイン病院 

 
所在地 富山県砺波市鷹栖 575番地 

介護保険事業所番号 16707800232 

廃止年月日 平成26年５月30日 

 

 

富山県告示第263号 

   指定介護予防サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サー 

ビス事業者から同法第115条の５の規定により次のとおり廃止の届出があったので、 

同法第115条の10第２項の規定により公示する。 

  平成26年５月21日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業者 名称 社会福祉法人 城端敬寿会 

サービスの種類 介護予防訪問介護 

事業所 
 
 
 
 

名称 ヘルパーステーションうらら 

所在地 富山県南砺市理休 270番地 

介護保険事業所番号 1672000393 

廃止年月日 平成26年５月31日 

 

事業者 名称 医療法人社団 藤和会 

サービスの種類 介護予防短期入所療養介護 

事業所 
 
 
 
 

名称 砺波サンシャイン病院 

所在地 富山県砺波市鷹栖575番地 

介護保険事業所番号 16707800232 

廃止年月日 平成26年５月30日 
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富山県告示第264号 

      土地区画整理事業の施行認可について 

  土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第４条第１項の規定により射水市小杉 

インターパーク土地区画整理事業の施行を認可したので、同法第９条第３項の規定 

により次のとおり公告する。 

    平成26年５月21日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 土地区画整理事業の名称 

    射水市小杉インターパーク土地区画整理事業 

２ 施行者の名称及び住所 

   射水市土地開発公社  射水市戸破1511番地 

３ 事業施行期間 

    施行認可公告の日から平成29年３月31日まで 

４ 施行地区 

    射水市入会地字天池、入会地字水蔵場、上野及び上野字東反坊の各一部 

５ 事務所の所在地 

    射水市戸破1511番地 

６ 施行認可の年月日 

    平成26年５月21日 

７ 事業年度 

    毎年４月１日から翌年３月31日まで 

８ 公告の方法 

    射水市役所の掲示場に掲示 
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随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）  第11条及び富山県の物品等又は特定役務 
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の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68 号）第12 条の規定により 

次のとおり公示する。 

  平成26年５月21日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 

  電子計算機装置等及びソフトウェアの賃貸借及び保守 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県出納局総務会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成26年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 

   115,667,736円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  特例政令第10条第１項第２号に掲げる場合に該当するため 
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